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第1章 総論 

1.1 本業務の背景 

電子収納システム（以下「本システム」という。）は金融機関と収納機関（企業、官公庁、及び地方

公共団体）との間の収納手続きを電子化するためのネットワークを利用し、納入者が税金等の支払い

を、金融機関の窓口やコンビニエンスストアのレジに並ぶことなく、パソコンやスマートフォン・携帯

電話、ATM から支払うことができるサービス（以下「ペイジー」という。）を利用できるように、事

前に収納に必要な情報を佐賀県が別途契約する管理会社（以下「共同利用センター」という。）に連携

する為のシステムである。 

本システムは、平成 13 年度に策定された電子県庁基本計画において導入があげられ、同計画で進め

られた電子申請・電子申告の実現のための不可欠なシステムとして、平成 16 年度に開発し、平成 17

年 4 月から運用を開始している。また、コンビニエンスストア収納にも対応しており、佐賀県公金の収

納に大きく貢献している。 

また、本システムは、平成 29 年度に「佐賀県庁情報システム最適化計画」が策定され、この中で示

された情報システム基盤の整備計画により、ハードウェア、ネットワーク環境等の集約を行った共通基

盤上で稼働している。 

 

1.2 本調達の目的 

本業務は、システムの運用・保守を専門的な知識を持つ業者に委託することにより、安定的な運用及

び障害時における迅速な対応並びに業務の効率化を図ることを目的とする。 

 

1.3 履行期間 

(1) 本業務の履行期間は、令和６年１月１日から令和７年12月31日までとする。 

(2) 契約形態は、請負契約とし、支払方法等は契約書にて定める。 

 

1.4 業務実施場所 

佐賀県出納局会計課が指定する場所及び受託者の申請により同課が認めた場所とする。 

 

1.5 作業条件 

(1)システムの運用・保守については、受託者の責任において迅速、かつ確実に処理を行うこと。作

業時間は、原則として月曜日から金曜日までとし、佐賀県の休日に関する条例第1条第1項に規定

する県の休日（以下「佐賀県の休日」という。）を除くものとする。ただし、障害対処その他の理

由がある場合は、この限りでない。 

(2) 法令、規定、基準等の遵守業務の実施に伴い、適用を受ける法令、規定、基準等については、こ

れを遵守すること。 
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(3) 作業にあたっては、次項の「作業体制等」に示す専門的な知識及び経験に基づき、善良な管理者

の注意をもって作業を行うこと。 

1.6 作業体制 

(1) 受託者は、次の①から⑤までに定める資格及び技能を有する技術者に業務を行わせること。 

①技術者のうち責任者については、情報処理技術に関する公的資格及び本業務の遂行に必要な実務 

経験を有し、運用・保守業務の統括ができる能力を有すること。 

②運用管理に用いるハードウェア、ソフトウェア及びネットワークに関する技術的な知識を有し、 

かつ、それらの最新動向を常に把握できる能力を有すること。 

③システム障害が発生した場合に、状況把握、問題分析及び問題解決が迅速にできる能力を有する 

こと。また、障害の切り分けが迅速に行えること。 

④日本マルチペイメントネットワーク推進協議会が規定する仕様について理解していること。  

⑤マイクロソフト社製データベース「Access」に関する技術を有すること。 

(2) 配置する技術者は、受託者に直接雇用されていること。なお、再委託により技術者を配置する場

合は、契約書の定めに従うこと。 

 

1.7 届出事項 

(1) 業務実施計画書 

   ①受託者は、契約締結後14日以内に業務実施計画書を作成し、委託者に提出するものとする。 

   ②業務実施計画書には、業務の目的及び内容、実施方針、実施体制、現場責任者、実施方法、管 

理計画その他必要な事項を記載するものとする。 

(2) 業務実施報告書 

 ①業務の実施記録は、受託者が点検整理のうえ、別途指示する日時までに委託者に提出するもの 

とする。 

② 業務の実施結果に関する各種資料については、常に最新の状態に保ち、委託者の要請の都度速 

やかに提出するものとする。 

(3) 受託者は、業務に必要なハードウェア及びソフトウェアの仕様及び仕様環境を変更しようとする 

ときは、その目的、内容等について、事前に委託者の承諾を受けるものとする。 

  

1.8 納入物 

 本業務に係る作成物については、本仕様書3.2業務内容の(8)に掲げるものを当該作業の都度、作成

又は更新し、「提出時期」で定める期間内に納めるものとする。ただし、作業に時間を要するものに

ついては協議のうえ、納入期限を定めるものとする。 
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1.9 遵守事項 

(1) 年度当初から本業務を完全に遂行できるよう、受託者の責任と負担において、必要な措置を講じ

ておくこと。 

(2) 受託者は常にシステムの状態を正確に把握し、遺漏のないよう、主体的に本業務を実施すること。 

(3) 委託者と連絡を密にし、必要に応じて進捗状況、仕様等の打合せを行うこと。 

(4) すべての作業において、他の情報システムに影響を与えないように留意すること。 

(5) 障害発生時の迅速かつ確実な対応が可能となるよう、他の情報システム保守業者や情報システム

管理者に対し積極的に協力すること。 

(6) 既存の設備、構造物等に損傷を与えた場合は、受託者の責任において現状復旧すること。 

(7) システムの改修や業務支援の実施等に対しては、迅速に対応すること。 

(8) 技術者に対し本業務の実施に必要な技術水準を常に確保しておくこと。 

(9) 本業務の遂行にあたっては、「佐賀県情報セキュリティポリシー」、「佐賀県個人情報保護条

例」及び「佐賀県プライバシーポリシー」を遵守すること。 

(10) 本業務は労働者派遣事業によるものではないので、「労働者派遣事業と請負により行われる事

業との区分に関する法律を定める告示（昭和６１年労働省告示第３７号）」に十分留意すること。 

(11) この仕様書に記載のない事項であっても、委託者と受託者が協議して定めた事項はこれを遵守

し、業務の実施にあたること。 
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第2章 現行業務及びシステムの状況 

2.1 現行業務の状況 

現行業務については、重大な障害もなく安定した処理を行っている。 

電子収納の概要については、別添１のとおり。 

システムの日次処理スケジュールについては、別添２のとおり。 

  

2.2 現行システムの状況 

  現在、サーバ機器類については、外部データセンターにある共通基盤にて運用を行っている。 

(1)契約履行期間に発生するイベント 

    ①本システム及び本システムと連携するシステムの更新に係る各種検証作業 

期間：随時  

         本システムと連携するシステムについては、下表のとおり。 

         連携するシステムの増減があった場合は、別途協議する。 

＜連携システム一覧＞ 

システム 業務所管課 

税総合情報システム 税政課 

財務経営システム 情報課 

育英資金システム 教育総務課 

母子父子寡婦福祉資金システム こども家庭課 

高齢者住宅整備資金システム 長寿社会課 

心身障害者扶養共済システム 障害福祉課 

児童福祉施設入所負担金システム 総合福祉センター 

小規模企業者等設備導入等事業支援システム 産業政策課 

電子申請システム 行政デジタル推進課 

放置駐車金管理システム 県警交通指導課 

自動車ワンストップサービス 県警交通規制課 

 

(2)年間のペイジーによる収納件数  約 204,000 件 

 

(3)システム稼働時間 24 時間 
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第3章 本委託業務の概要 

3.1 本業務の範囲 

 本業務による受託者の責任は、下図の赤枠の範囲とする。 

なお、本システムから送付したデータを発生源とするすべての事案について、処理が適切に終了するよ

う責任を持って対応すること。 

  

 

 

 

 

3.2 業務内容  

受託者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) プロジェクト運営支援 

・定例会の開催及び該当期間の業務状況の報告 

・業務状況報告資料作成 

・その他必要な作業 

(2) 運用支援 

・共同利用センター連携停止処理 

・自動車税定期賦課処理に係るペイジー対応 

・その他必要な作業 

(3) 業務支援 

・業務運用に関する外部からの質問の関する対応（回答案の提供等） 

・佐賀県の都合による電源切断・投入等対応 

・データ抽出・分析の支援 

・その他必要な作業 

(4) 資産管理支援 

・ディスク利用状況調査 

・バックアップ監視 

・データベース格納率調査 

・その他必要な作業 

(5) システム保守 

・ネットワークエラーの確認 

・各種アプリケーションの稼働確認 

 ・セキュリティパッチの適用 

 ・その他必要な作業 

 

各個別システム 電子収納システム 共同利用センター 

請求情報 請求情報 

収納情報 収納情報 
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 (6)障害対応  

 ・障害内容及び影響度の調査 

・障害対応 

・障害記録の管理及び実績管理 

・脆弱性対応 

・障害記録の管理及び実績管理 

・その他必要な作業 

(7) 小規模仕様変更対応 

・プログラム修正 

・検証作業 

・本番環境移行作業及び結果報告 

(8)作成物の納入 
  別添 3 に掲げるものを当該作業の都度、作成又は更新し、提出時期として定める期間内に 
提出すること。 
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第4章 現行のシステム構成等 

4.1 システム構成図 

別添４のとおり 

 

4.2 主要ソフトウェア一覧 

別添５のとおり 

 

 

 

 



（別添１）

銀行窓口

ATM

パソコン

モバイル

一括伝送

コンビニ

窓口収納

オンライン

オンライン

オンライン

一括伝送

コンビニ収納

全庁

税政課 こども家庭課

国際課県民協働課

教育総務課

全庁

全庁

全庁

税政課 こども家庭課

共同利用センター
電子収納システム

（会計課）

県警

財務経営システム

全庁

税総合情報システム

税政課

育英資金システム

教育総務課

母子父子寡婦福祉資金

こども家庭課

放置駐車違反金

県警

高齢者住宅整備資金

長寿社会課

心身障害者扶養共済

障害福祉課

児童福祉施設入所負担金

総合福祉センター

小規模企業者等設備導入等事業支援

産業政策課

電子申請

行政デジタル推進課

県民

納付書等

納入方法の選択

佐賀銀行

各金融機関

マルチペイメント

ネットワーク

納付書の発行（電子申請以外）

収納チャネル

郵便局

郵貯銀行

電子収納システムの概要

LGWAN

収納代行会社 自動車OSS
・都道府県

自動車OSS
・警 察

IP-VPN回線

＜東京＞

（平成30年1月稼働）

税政課

スマートフォン収納 Payb LINEPay PayPay

現金

Pay-easy

Pay-easy

Pay-easy

Pay-easy

現金

キャッシュレス決済

※マルチペイメントネットワーク（ＭＰＮ）

金融機関と収納機関（行政機関・企業等）をネットワークで結ぶことにより、パソコンや

ATM等の金融機関が提供するチャネルを利用して税金・行政手数料等を納付でき、収納

結果が即時に収納機関に通知される決済基盤。

データ

収納金

データ＋収納金



（別添２）

ＳＶ № 処理内容 起動条件

1 ＭＰＮ速報受信（前半） ● ● ● 0:30、1:00、1:30

2 ＭＰＮ速報受信（後半） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 毎00分、30分

3 ＭＰＮ速報受信（最終） ● 23：55

4 ログ、ファイルバックアップ ● 3:45

5 納付情報送信１～９
●
１

●
２

●
３

●
４

●
５

●
６

●
７

●
８

●
９

毎05分

6 ＭＰＮ確報受信 ● 8:02

7 クリアリング受信（日次収納） ● 8:15

8 コンビニ速確受信 ● 20:02　　※土日祝祭日非起動

1 個別連携受信 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☆ ● ● ● 毎02分

2 税務一括連携強制終了 ● 3:00

3 財務一括連携強制終了 ● 3:00

4 ログ、ファイルバックアップ ● 3:30

5 税務差分連携 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 帳票作成 ● 8:45

7 佐銀転送 ● ☆ 9:00　　　※土日祝祭日非起動

8 申請転送 ● 9:00　　　※土日祝祭日非起動

9 速確転送（税務分） ● ● ● ● ●

10 財務差分連携 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

11 財務一括連携 ● 17:30～

12 速確転送（財務分） ● 19:00　　※土日祝祭日非起動

13 税務一括連携 ● 19:00～

14 税務差分連携強制終了 ● 23:59

15 財務差分連携強制終了 ● 23:59

1 ＤＢバックアップ ● 3:30

2 バックアップ複写 ☆ ● 4:30

業務スケジュール一覧

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 20:00 21:00 22:00 23:00

通
信
サ
ー

バ

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

納
付
情
報
サ
ー

バ

8:00～22:00　3分間隔
（実働：毎45分、ｵﾝﾗｲﾝ終了後）

毎00分　　※土日祝祭日非起動
最終は19:10

10:30～14:30　3分間隔
（実働：偶数時30分）

Ｄ
Ｂ

サ
ー

バ

18:00母子寡婦
データ受信

月曜リブート

12:00財務で佐銀データ分



作業項目別作成物一覧 

      

作業項目 作業内容 成果品 提出時期 

業務計画 ・業務実施計画書 業務実施計画書 契約から14日以内 

システムの運用管理 ・障害履歴管理 

・作業記録管理 

・その他付随業務 

・データベース管理表 

・CPU使用率 

・ディスク使用率 

・作業依頼及び 

障害対応状況票 

定例会開催時 

業務支援 ・データ抽出・修正等作業 

・運用に関する各業務課からの問合せ対応 

・共同利用センタ連携等との適用業務等 

・その他付随業務 

・作業実績 

・SE依頼票 

定例会開催時 

保守作業 ・ソフトウェア保守 作業実績 定例会開催時 

不具合、障害発生時の対応 ・事象の切り分け 

・原因の特定及び復旧作業 

・その他付随業務 

・障害対応に関係書類 

・作業依頼及び 

 障害対応状況票 

その都度 

システム改修 ・仕様変更調査 

・改修の規模調査 

・改修ドキュメントの整備 

・その他付随業務 

システム改修関係書類 

 

 

その都度 

運用状況報告 ・運用状況の定期報告 

 

作業報告書 定例会開催時 

 
 
 

（別添３） 



（別添４）

システム構成図

電子収納システムの全体のシステム構成図は、下記のとおり。

電子収納システム

SW-HUB

SW-HUB

インターネット 庁内ネットワーク

電子県庁システム

県庁ポータル
サーバ

職員ポータル
サーバ

庁内利用者一般利用者

既存業務システム
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（別添５）

サーバ名称 ソフトウェア名称 主な機能概要

（仮想）通信サーバ WindowsServer2016 Standard オペレーティングシステム

Interstage Application Server Standard-J Edition JAVAベースのアプリケーションサーバ

Systemwalker Centric Manager SE 障害監視ソフト

Systemwalker Operation Manager SE ジョブネットによるサーバアプリケーションの制御機能及びジョブ実行環境

（仮想）納付情報サーバ WindowsServer2016 Standard オペレーティングシステム

Interstage Application Server Standard-J Edition JAVAベースのアプリケーションサーバ

Interstage Charset Manager SE  外字の制御を行う機能

Systemwalker Centric Manager SE  障害監視ソフト

Systemwalker Operation Manager SE ジョブネットによるサーバアプリケーションの制御機能及びジョブ実行環境

Linkexpress SE V5.0 ファイル転送ソフト

Linkexpress Replication option  V5.0 ファイル転送したデータをデータベースに連携するソフト

SIMPLIA/TF-MDPORT Pro V70 ファイル転送したデータの処理をするソフト

（仮想）DBサーバ WindowsServer2016 Standard オペレーティングシステム

　　　　兼運用管理サーバ Interstage Application Server Standard-J Edition JAVAベースのアプリケーションサーバ

Interstage Charset Manager SE  外字の制御を行う機能

Systemwalker Centric Manager Agent SE  障害監視ソフト

Systemwalker Operation Manager SE ジョブネットによるサーバアプリケーションの制御機能及びジョブ実行環境

Symfoware SE データベースソフト

Linkexpress SE V5.0 ファイル転送ソフト

Linkexpress Replication option  V5.0 ファイル転送したデータをデータベースに連携するソフト

（仮想）検証サーバ WindowsServer2016 Standard オペレーティングシステム

Interstage Application Server Standard-J Edition JAVAベースのアプリケーションサーバ

Interstage Charset Manager SE  外字の制御を行う機能

Symfoware SE データベースソフト

主要ソフトウェア一覧


